
 

 

郵便・物流ネットワーク再編に伴う押印集中処理の実施について 

 

 日本郵便信越支社郵便・物流オペレーション部は、本日（10月 29日）「郵便・物流

ネットワーク再編に伴う押印集中処理の実施」について地方本部に説明してきました。 

 

標記概要については２０１５年度における郵便・物流ネットワーク再編の取組とし

て、集配局の内務事務を地域区分局に集中することで、郵便・物流ネットワーク再編

を推進するというものです。 

具体的には中央交渉情報第７５号（９/１８発出）「郵便・物流ネットワーク再編の本

格開始Ｅグループに関する具体的実施計画」に基づく施策により実施するというもの

です。 

 

１．実施内容 

  押印の集中処理 

（１） 押印の集中処理対象となる郵便物（種別） 

通常郵便（小物・大物） 

なお、速達郵便物の押印及び未納不足の検査等は、現行同様（引受局で実施） 

（２） 被集中局での作業内容 

上記（１）の郵便物の取揃作業は実施し、押印作業は実施せず集中局 

（地域区分局）に送付。 

（３） 集中局（地域区分局）での作業内容 

被集中局から送付された郵便物の押印及び差立作業を集中処理する。 

 

２．実施局等 

集中局（地域区分局） 被集中局 

新潟中央局 新潟中局、白根局、大野町Ｃ 

長岡局 長岡西局、脇野町Ｃ，来迎寺Ｃ，七日町Ｃ，栃尾局 

 

 

３．実施時期 

 ２０１６年１月２５日（月） 
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４．要員措置（時間制定数） 

局 名 内務（時間制定数） 外務（時間制定数） 

新潟中央 ＋0.5  

新潟中 ▲0.2  

白根 ▲0.1  

新潟西（大野町）  ▲0.2 

長岡 ＋0.5  

長岡西 ▲0.7  

 

５．運送便 

  本件実施に伴う運送便の改正は行わない。 

 

６．服務表の改正 

服務表の改正が必要な場合は、ルールに基づき必要な意思疎通を行う。 

 

※  要員措置については時間数定数のみの調整としており栃尾局について減はありま

せん。▲0.2等の部分は雇用調整ではなく、その時間で別業務を行うこととしてい

ます。 

また、大野町Ｃについては新潟西を経由せずに新潟中央局へ直接運送便が出てい

るため今回押印集中を導入するとしています。 

今後、集中処理については順次拡大していくと思われますが、長野県に於いては今

回の施策の評価・反省を踏まえ検討していくとしています。 

 

なお、地本としては今後の施策の取り運び状況を注視の上、問題等が生じた場合は

適時支社との意見交換を図っていくこととします。 

よって該当支部においては問題等の把握を行い地本への意見等があれば情報提供を

お願い致します。 

 

【労使対応】 新潟中央・長岡・新潟中・白根・新潟西・長岡西・栃尾での 

単局窓口 

 


